
  

 

Ⅰ 

特別支援教育の考え方と 

福生市特別支援教育推進計画 

 令和８年度から令和10年度までの３年間にわたる 

福生市特別支援教育推進計画を理解しましょう。 

１ 
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１   
Ⅰ 

 現在、我が国において「共生社会の形成」に向けたインクルーシブ教育システムの構

築のため、特別支援教育の推進が大きな課題となっている。 

 平成28年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者

差別解消法」という。）が施行され、全ての学校において「合理的配慮」の提供が義務付

けられた。 

共生社会の形成について 

共生社会の形成 

 平成24年（2012年）中央教育審議会初等中等教育分科会の「共生社会の形成に向けたイ

ンクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（以下、「中教審

分科会報告」という。）では、共生社会について、次のように示している。 

 

 共生社会とは、これまで必ずしも十分に社会参加できる環境になかった障害 

者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。これは、誰もが

相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全

員参加型の社会である。 

① 共生社会 

 

 障害者の権利に関する条約（以下、「障害者権利条約」という。）第24条によ

れば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive education system、署名時

仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的

及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加

することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障

害のない者が、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指

すものである。その場合には、それぞれの子どもが、授

業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を

もちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身

に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であ

り、そのための環境整備が必要である。 

② インクルーシブ教育システム 
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通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒の状況から 

 

 インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとと

もに、個別の教育的ニーズのある幼児・児童・生徒に対して、自立と社会参加を見

据えて、その時点で教育的ニーズに

最も的確に応える指導を提供でき

る、多様で柔軟な仕組みを整備する

ことが重要である。 

 通常の学級、特別支援教室、特別

支援学級、特別支援学校といった、

連続性のある「多様な学びの場」を

用意しておくことが必要である。 

③ 多様な学びの場 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための 

特別支援教育の推進（報告）」中央教育審議会初等中等教育分科会 ☞ 
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合理的配慮について 

合理的配慮 

 合理的配慮については、障害者権利条約第２条に次のように示されている。 

 

第２条 定義（抜粋） 

 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又

は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とさ

れるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 

 障害者権利条約第４条及び第５条で、合理的配慮の否定は、障害を理由とする差別

に含まれるとされている。 

 教育委員会及び各学校は、障害のある子どもとインクルーシブ教育システムの構築

に向けた取組として合理的配慮の提供

に努める必要がある。 

 合理的配慮は、一人一人の障害の状

態や教育的ニーズ等に応じて決定され

るものであるため、教育委員会と学

校、本人、保護者により、可能な限り

合意形成を図った上で決定されること

が望まれる。 

 合理的配慮は、児童・生徒の発達の

程度や適応の状態等によって変わるも

のであるため、学校は個別指導計画や

個別の教育支援計画に基づき、合理的

配慮を実行した結果を評価して、定期

的に見直していくことが求められる。 

 

第24条 教育（抜粋） 

１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、 

 機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習 

 を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。 

（a） 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基 

   本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

（b） 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度ま 

   で発達させること。 

（c） 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。（中略） 

（c） 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。（後略） 

 合理的配慮の決定に当たっては、次の障害者権利条約第24条第１項の目的に合致する

かどうかの観点から検討が行われることが重要である。 

 障害者権利条約 
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学校における合理的配慮 

 これまで学校では、障害のある児童・生徒等への配慮は行われてきたものの、「合理的

配慮」は新しい概念であり、教育委員会、学校、各教職員は「合理的配慮」への理解を深

めていく必要がある。 

 ４ページにあるとおり、「合理的配慮」は障害者権利条約第２条で定義付けされ、障害

者差別解消法第７条で行政機関等の提供義務が定められている。 

 また、中教審分科会報告では、具体的な提供例等が示されている。これを参考にする

と、学校における合理的配慮を理解するポイントは次のようになる。 

 

 障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使すること

を確保するために、合理的配慮の提供を行う。 

① 目的 

 

 担任だけの責任で合理的配慮を提供するのではなく、「学校の設置者及び学校」が本

人・保護者の意思の表明を受けて合理的配慮の提供を行う。 

② 提供者 

 

 「個別に必要とされる」一人一人の教育的ニーズに応じて、個別に検討して「必要かつ

適切な変更及び調整」を行う。 

③ 実施内容 

 

 学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、「均衡を失した又は過度

の負担を課さないもの」について、合理的配慮の提供を行う。 

 「過度の負担」については、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・

客観的に判断する。 

④ 提供に当たって 

 

 合理的配慮については、教育委員会、学校、各教職員が正しく認識して取り組むととも

に、本人及び保護者に適切な情報提供を行うことが求められる。 

⑤ 情報の提供 
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合理的配慮の観点及び提供例 

合理的配慮の観点及び提供例 

 合理的配慮の観点と提供例については、中教審分科会報告で次のように示されている。 

 

 

【観点① 教育内容・方法】 

＜①－１ 教育内容＞ 

 ①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

 ①－１－２ 学習内容の変更・調整 

＜①－２ 教育方法＞ 

 ①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

 ①－２－２ 学習機会や体験の確保 

 ①－２－３ 心理面・健康面の配慮 

 

【観点② 支援体制】 

 ②－１ 専門性のある指導体制の整備 

 ②－２ 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮 

 ②－３ 災害時等の支援体制の整備 

 

【観点③ 施設・設備】 

 ③－１ 校内環境のバリアフリー化 

 ③－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮 

 ③－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 

① 合理的配慮の観点 ３観点11項目 

 合理的配慮については、個別の状況に応じて提供されるものであり、これを具体的か

つ網羅的に記述することは困難なことから、中教審分科会報告では、「合理的配慮」を提

供するに当たっての観点を、「①教育内容・方法」、「②支援体制」、「③施設・設備」

について、それぞれを類型化するとともに、観点ごとに、各障害種に応じた「合理的配

慮」を例示するという構成で整理している。 
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② 合理的配慮の提供例（①－１－２ 学習内容の変更・調整） 

視覚障害 
 視覚による情報が受容しにくいことを考慮した学習内容の変更・調整を行う。 
（状況等の丁寧な説明、複雑な図の理解や読むことに時間がかかること等を踏まえた時間延長、観察では必要に応じて近付
くことや触感覚の併用、体育等における安全確保 等） 

聴覚障害 
 音声による情報が受容しにくいことを考慮した学習内容の変更・調整を行う。 
（外国語のヒアリング等における音質・音量調整、学習室の変更、文字による代替問題の用意、球技等運動競技における音
による合図を視覚的に表示 等） 

知的障害 

 知的発達の遅れにより、全般的に学習内容の習得が困難な場合があることから、理解の程度に応じた学習内容の変更・調
整を行う。 
（焦点化を図ること、基礎的・基本的な学習内容を重視すること、生活上必要な言葉等の意味を確実に理解できるようにす
ること 等） 

肢体不自由 
 上肢の不自由により時間がかかることや活動が困難な場合の学習内容の変更・調整を行う。 
（書く時間の延長、書いたり計算したりする量の軽減、体育での運動の内容を変更 等） 

病弱 

 病気により実施が困難な学習内容等について、主治医からの指導・助言や学校生活管理指導票に基づいた変更・調整を行
う。 
（習熟度に応じた教材の準備、実技を実施可能なものに変更、入院等による学習空白を考慮した学習内容に変更・調整、ア
レルギー等のために使用できない材料を別の材料に変更 等） 

言語障害 
 発音のしにくさ等を考慮した学習内容の変更・調整を行う。 
（教科書の音読や音楽の合唱等における個別的な指導、書くことによる代替、構音指導を意識した教科指導 等） 

自閉症・ 
情緒障害 

 自閉症の特性により、数量や言葉等の理解が部分的であったり、偏っていたりする場合の学習内容の変更・調整を行う。 
（理解の程度を考慮した基礎的・基本的な内容の確実な習得、社会適応に必要な技術や態度を身に付けること 等） 

学習障害 
 「読む」「書く」等特定の学習内容の習得が難しいので、基礎的な内容の習得を確実にすることを重視した学習内容の変
更・調整を行う。 
（習熟のための時間を別に設定、軽重を付けた学習内容の配分 等） 

注意欠陥 
多動性障害 

 注意の集中を持続することが苦手であることを考慮した学習内容の変更・調整を行う。 
（学習内容を分割して適切な量にする 等） 

 合理的配慮は、一律のものではなく、例示されていない内容でも、一人一人の教育的

ニーズに応じて、個別に検討して提供する必要がある。 

③ 合理的配慮の提供例 
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基礎的環境整備 

基礎的環境整備 

 基礎的環境整備を土台として、設置者及び学校が、障害のある子どもに対し、その状況

に応じて、「合理的配慮」を提供する。 

 また、「基礎的環境整備」を進めるに当たっては、ユニバーサルデザインの考え方も考

慮しつつ、進めていくことが重要である。 

  

 

 

（１）ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用 

（２）専門性のある指導体制の確保 

（３）学校生活支援シート（個別の教育支援計画）や個別の指導計画の作成等による指導 

（４）教材の確保 

（５）施設・設備の整備 

（６）専門性のある教員、特別支援教育支援員等の人的配置 

（７）個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導 

（８）交流及び共同学習の推進 

① 基礎的環境整備 ８項目 

 障害のある子どもに対する支援については、法令又は財政措置により、国は全国規模

で、都道府県は各都道府県内で、区市町村は各区市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ

行う。 

 これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と

呼ぶ。 

 なお、「基礎的環境整備」は、合理的配慮と同様に、体制面、財政面を勘案し、均衡を

失した又は過度の負担を設置者及び学校に課さないよう留意する。 

 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のため 

の特別支援教育の推進（報告）」中央教育審議会初等中等教育分科会 ☞ 
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② 合理的配慮と基礎的環境整備の関係 

 「基礎的環境整備」は「合理的配慮」の基礎となる環境整備である。 

「基礎的環境整備」は

異なることから、申出

の方法によっては、過

度の負担となり、提供

できなくなることもあ

る。 

申出のあった方法では対

応が難しい場合でも、建

設的な対話を通じて、代

替措置の選択も含め、柔

軟に対応することが重

要。 

誰に対しても、同様の

合理的配慮が提供され

る環境が整えば、基礎

的環境整備は進む。 

 特別支援教育とは ２ 
Ⅰ 
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２   
Ⅰ 

 「福生市特別支援教育推進計画第二期・第三次実施計画」の策定に当たり、福生市に

おける特別支援教育の現状と課題、国や東京都等の取組の経過、これまでの計画の評価、

「東京都特別支援教育推進計画（第二期）第三次実施計画」及び平成29年告示の学習指導

要領のポイントについて示す。 

現状と課題 

固 定 
令和７年度  令和元年度  平成25年度 

在籍数 在籍割合 在籍数 在籍割合 在籍数 在籍割合 

知的障害  

第一小学校 ひまわり 31 26 14 

第二小学校 くまがわ 21 18 19 

第一中学校 ８組 23 26 25 

第六小学校 かめのこ 32 11   

第一中学校 ９組 15 ５   

通 級 
令和７年度  令和元年度  平成25年度 

在籍数 在籍割合 在籍数 在籍割合 在籍数 在籍割合 

 

 

 

特別支援教室 

 

第三小学校 

やまなみ 

教室 

27 23 41 

   

第一小学校 21 19  

第四小学校 30 32  

第六小学校 27 16 39 

第五小学校 
かわせみ 

教室   

28 15 25 

第二小学校 25 34  

第七小学校 19 17  

第一中学校 6 

 

 

 

 

 
せせらぎ 

教室 
第二中学校 18 22 25 

第三中学校 4 29 12 

第七小学校 ことば 25 37   

（平成25年度、令和元年度、在籍数は、各年度１月８日現在。令和７年度は10月１日現在） 

（かめのこ） 

特別支援学級等の児童・生徒の状況から 

 本市における特別支援学級・通級指導（特別支援学級・ことばの教室）に在籍する児

童・生徒数をまとめた。全体的に在籍数が増加傾向であるなか、自閉症・情緒障害特別支

援学級（小学校[かめのこ]・中学校[９組]）の令和元年度と令和７年度を比較すると、増

加率が約３倍となっている。また、小学校では、特別支援教室の利用者が全児童数の

8.26％を占めており、30人規模の学級において、２～３名の利用者がいることになる。 
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通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒の状況から 

福生市全体の支援体制の構築に係る視点から 

 平成26年度、27年度に東京都が実施した「都内公立学校及び就学前機関にお

ける発達障害に関する実態調査」によれば、幼稚園等（幼稚園、認証保育所、

認可保育所、認定こども園）において、発達障害と考えられる幼児の在籍率は

5.1％という結果が出ている。 

 本市においても、幼児・児童・生徒の状況や教職員等の声から、発達障害等

の早期発見・早期療育の実現が喫緊の課題となっている。そこで、これまで教

育委員会は、適切な就学をねらいとした幼稚園等への巡回相談の実施、就学前

幼児の保護者等の理解・啓発を促進するためのリーフレットの作成・配布、福

生市特別支援エリアネットワークを踏まえた幼保・小・中の連携を目的とした

「福生市特別支援教育関係機関等連絡会」等に取り組んできた。 

 発達障害は、早期に発見し継続的に適切な指導・支援を行うことで、円滑な

就学や社会適応につながりやすくなることから、「保護者の理解を得やすい早

期発見の仕組み」や「指導・支援の情報が円滑に引き継がれ、継続した指導・

支援を受けられる仕組み」について、関係部署と連携し、切れ目のない支援体

制の構築に取り組んでいくことが重要である。 

 平成24年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性

のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」においては、通

常の学級には「知的発達に遅れはないものの、学習面又は行動面で著しい困難

を示すとされた児童生徒が6.5％在籍している」という結果が出ている。（令和

４年の同調査では、8.8％であった。） 

 更に、東京都教育委員会は、公立小学校への特別支援教室の導入に当たり、

通常の学級に在籍している知的障害のない発達障害児への支援状況等を把握す

ることを目的として、平成26年８月に調査を行った。その結果によると、平成

26年７月18日現在の本市における発達障害の可能性のある児童数は、通常の学

級に在籍する全児童数2,339名のうち、214名であり、全体に占める割合は、

9.14％という結果であった。 

 これらの調査や、教員の児童との関わりのなかで、何かしらの支援が必要な

児童・生徒が存在するという見取りから、発達障害教育の充実は、喫緊の教育

課題であり、全教員による特別支援教育の理解と実践、校内体制の強化が必要

である。 
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第二期・第二次実施計画（一部改定） 評価 

 「第二期・第三次実施計画」を策定する上で、令和５年３月に策定した「福生市特別

支援教育推進計画第二期・第二次実施計画（一部改定） 福生市特別支援教育アクション

２０」について、次のように評価した。 

アクション 細 目 評 価 

１ 
特別支援教育を重視した学校

経営、学年・学級経営、特別

支援教室経営等の促進 

学校経営方針、学校評価項目等に位

置付けるなどの取組 
○ 

学校経営方針への位置
付けは良好である。校
内支援体制の強化が課
題である。 

２ 
障害の理解に基づいた合理的

配慮の提供 

障害の理解に基づいて、合理的配慮

を適切に提供するための取組 
○ 

個別の配慮提供は進ん
でいる。教員の理解不
足により対応に差が生
じている。 

３ 
児童・生徒、保護者、地域等

の理解の促進 

全ての児童・生徒、保護者、地域等

に、特別支援教育に関する理解を深

める取組 

○ 

児童・生徒への理解促
進は進んでいる。保護
者・地域への啓発が課
題である。 

４  
校内における協働・連携体制

の構築 

「学校生活支援シート」、「個別指
導計画」等を活用した校内連携 ◎ 

連携による情報共有は
達成できた。 

５ 保護者や関係機関との連携 

「学校生活支援ファイル」等を活用

した保護者と連携する取組 
○ 

面談を通じた保護者連
携は進んでいる。シス
テム化が課題である。 

「就学支援シート」等を活用した

「幼稚園・保育園と小学校」、「小

学校と中学校」の連携を図る取組 

○ 

小中連携における引き
継ぎ書式や支援の見直
しなど、切れ目のない
引継ぎが課題である。 

６ 
通級している児童・生徒への

指導・支援の推進 

学級担任や教科担当等と特別支援教

室（巡回指導教員）等との連携を強

化させる取組 

○ 

担任との情報共有は進
んでいる。指導目標の
達成に向けた指導・支
援の連携については課
題がある。 

７ 
特別支援教育に関する校内委

員会の充実 

特別な支援を要する児童・生徒の実
態把握（支援レベル等）を、アセス
メントや段階的な支援に基づいて行
い、適切な支援方法を検討する校内
委員会を充実させる取組 

◎ 

校内委員会の開催は充
実し、連携も進んだ。
協議内容の質や情報交
換、時間確保等に課題
がある。 

８ 特別支援教育の理解 
全教員が特別支援教育の理解を深め

る校内研修会 
◎ 

全教員対象の校内研修
会を実施した。校内に
おける研修担当者の専
門性向上が課題であ
る。 

特別な支援を要する児童・生

徒の特性に応じた指導・支援

の充実 

指導項目や内容を踏まえた上で、指

導目標を明確にした授業づくりや支

援の在り方を考える力を高める取組 

○ 

校内協議やOJTで個別支援
や基礎的環境整備は進ん
だ。レベル判定や指導・
支援の工夫に課題があ
る。 

９  
ユニバーサルデザインの考え方に基

づく、インクルーシブな教育の更な

る充実のための学年、学級における

取組 

○ 

ユニバーサルデザインに
基づく授業改善は進んで
いる。組織的な対応が課
題である。 

10 
特別支援教育コーディネー

ターの育成と活用 

特別支援教育コーディネーターの育

成と効果的な活用 
○ 

複数名配置による育成
は進んだ。業務の見え
る化と引き継ぎ体制の
強化が必要である。 

全ての学校で実施するアクション１０ 
◎達成 〇一部達成  
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教育委員会等におけるアクション１０ 

 総括すると、学校経営方針、学校評価項目への位置付けや「学校生活支援シート」、

「個別指導計画」の活用、特別支援教育の理解に向けた校内研修会等の取組が着実に行わ

れている一方で、特別支援教室に通級する児童・生徒数の増加等、社会状況の変化に対応

した取組を一層推進し、特別支援教育を更に充実させる必要がある。 

 これらを踏まえ、「第二期・第三次実施計画」においては、アクションや細目の整理を

行い、具体的な行動目標を設定できるよう工夫することが求められる。 

アクション 細 目 評 価 

11 
特別な支援を要する児童・生

徒が在籍学級で安心して過ご

せる体制の充実 

スクールアシスタントティーチャー

等の適正な活用と拡充 
○ 

体制充実のため配置に努
めた。レベル２の支援を
充実させるためには支援
員の更なる拡充が必要で
ある。 

12  
特別支援学級の指導・支援の

充実 

都立特別支援学校のセンター的機能

を活用した取組の推進 
◎ 

各校が実態に応じて年間
２回の研修を実施した。 

13  
特別な支援を要する児童・生

徒の把握と適切な支援  
校内委員会の充実に向けた支援 ○ 

校内委員会の運営は改善
されている。支援の質と
教員負担に新たな課題が
見出された。 

14  
特別支援教室の指導・支援の充

実 

特別支援教室担当教員連絡会の設

置・運営の充実 
○ 

連絡会や研修を実施し
た。教員の指導の質の
ばらつきや、アセスメ
ント等に課題がある。 

15 
全教員における特別支援教育に

関する理解の促進 
特別支援教育に関する校内研修会等 ◎ 

特別支援教室担当教員
による研修会を実施し
た。校長研修会及び悉
皆研修会を実施した。 

16 
特別支援教育コーディネーター

の育成 

特別支援教育コーディネーター連絡

会の設置と充実 
○ 

連絡会は課題に合わせて
運営した。ニーズ増大に
伴うコーディネーターの
専門性向上と人材育成が
課題である。 

17  副籍制度の推進 
副籍制度に関する連絡会等の設置と

運営の充実 
◎ 

副籍制度活用連絡会を開
催し、市内小・中学校の
交流活動報告を行い、情
報共有と意見交換を図っ
た。 

18  就学相談の充実 
早期連携・早期支援に向けた体制の

充実 
◎ 

心理相談員を増員し、早
期連携・早期支援に向け
た体制の充実を図った。 

19  教育相談室の機能強化 小・中学校との連携の強化 ◎ 

小・中学校からの発達検
査依頼に基づき検査を実
施し、その結果を学校へ
フィードバックすること
で連携強化を図った。 

20 特別支援教室の運営の充実 
特別支援教室運営委員会の設置と運

営の充実 
◎ 各拠点校に設置した。 

◎達成 〇一部達成  
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国・東京都・福生市の主な取組 

 国 

 

平成15年度 
〇「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」文部科学省 

 （特殊教育から特別支援教育への転換を図るという基本的な方向性の提示） 

平成16年度 
〇「小・中学校におけるＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン 

 （試案）」文部科学省 

〇「障害者基本法」一部改正 

平成17年度 
〇「発達障害者支援法」施行（発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国・地方公共団体の責務を明確化） 

〇「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」中央教育審議会 

平成18年度 
〇「学校教育法施行規則」の一部改正（通級による指導の対象にＬＤ・ＡＤＨＤが付加） 

〇「障害者の権利に関する条約」国連総会採択 

平成19年度 
〇「学校教育法等」一部改正 

 （従来の盲・聾・養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化、小・中学校等においても特別支援教育を推進することについて法律上明確に規定） 

平成20年度  

平成21年度 
〇「情緒障害者を対象とする特別支援学級の名称について」文部科学省初等中等教育局長 通知 

 （情緒障害特別支援学級における障害種の明確化、「情緒障害者」を「自閉症・情緒障害者」と改める。） 

平成22年度 
〇「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」設置 中央教育審議会初等中等教育分科会 

 （「障害者の権利に関する条約」の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について調査審議を行う。） 

平成23年度  

平成24年度 
〇「合理的配慮等環境整備ワーキンググループ（報告）」特別支援教育の在り方に関する特別委員会 

〇「児童福祉法」の改正（発達障害児を障害児支援の対象として位置付け） 

〇「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」特別支援教育の在り方に関する特別委員会 

平成25年度  

平成26年度  

平成27年度  

平成28年度 

〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行 

 （合理的配慮の不提供の禁止が国・地方公共団体等にとって法的義務となる。） 

 

 

 

平成29年度  

平成30年度  

令和元年度 〇「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」を設置 

令和２年度  

令和３年度 〇「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（令和３年６月） 

令和４年度  

令和５年度  

令和６年度 〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行 

令和７年度  
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東京都 福生市 

 

〇「これからの東京都の特別支援教育の在り方について（最終報告）」  

〇「東京都特別支援教育推進計画－ 一人一人が輝く特別支援教育の創造をめざして －」発行  

  

〇「副籍制度の円滑な実施に向けて（ガイドライン試案）」 

〇「特別支援教育推進のための新しい就学相談システムの構築に向けて」発行 

 

〇「特別支援教育推進のためのガイドライン 東京の特別支援教育～特別支援教育体制・副籍モデル事業等報告書～」発行 

〇「東京都特別支援教育推進計画 第二次実施計画」策定 
〇福生第二中学校通級指導学級 開級 

〇副籍制度開始 

 
〇福生市教育センター開設（福生市中央体育館内） 

〇「通級指導学級での指導の開始・終了判定システムの構築に関する調査研究事業報告書」発行 

〇「乳幼児期を大切に子供の発達の科学的見地と親の学習支援」発行 

〇「副籍制度の充実に向けて」発行 

〇「特別な支援を継続的に必要としている子供たちのために」発行 

〇「福生市特別支援教育推進計画」策定 

〇「特別な支援を必要とする子供に対する関係機関の早期支援の連携モデル事業 報告書」発行 

〇「地域で乳幼児期の子供と親を支える～家庭教育支援の『担い手』養成のために～」発行 

〇「プログラム事例集 ～地域プログラムの試行的取組～」発行 

〇「東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画」策定 

〇「個別の教育支援計画の活用～作成と引継ぎの実際～」発行 

〇福生第三小学校通級指導学級 開級 

〇「小学校特別支援学級における自閉症の児童の指導の工夫」発行 

〇「特別支援学級（固定学級・通級による指導）教育課程編成の手引」発行 

 

 
〇「福生市特別支援教育推進計画第二次計画」策定 

 〇福生第三中学校通級指導学級 開級 

〇ふっさっ子未来会議による教育センター改革、特別支援教育の推進と 

 個別支援教育体制の充実 

〇「東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づく特別支援学級の教育内容・方法の充実事業報告  

 小・中学校の特別支援教育の推進のために」発行 

〇「平成25年度東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づく都立特別支援学校の指導内容充実事業報告書  

 特別支援学校の教育内容の充実」発行 

〇「これからの個別の教育支援計画～「つながり」と「安心」を支える新しい個別の教育支援計画～」発行 

〇「平成26年度－就学相談の手引き－児童・生徒一人一人の適切な就学のために（義務教育）」発行 

〇「副籍ガイドブック」発行 

〇福生市教育支援委員会 設置 

〇教育相談室に教育支援チーム（つむぎ）設置 

〇「特別支援教室の導入ガイドライン」発行 

〇「副籍交流事例＆アイデア集」発行 

〇「福生市特別支援教育推進計画第三次実施計画 福生市特別支援教育アク 

 ション20」策定 

〇「東京都発達障害教育推進計画」策定 

〇「『つながり』と『安心』保護者とともに作る個別の教育支援計画」発行 

〇「平成27年度東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づく都立特別支援学校の指導内容充実事業報告書  

 知的障害のある児童・生徒の教育内容の充実に向けて」発行 

〇「自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程の在り方について」発行 

〇「平成27年度改訂版 都立知的障害特別支援学校清掃技能検定テキスト」発行 

〇ことばの教室を福生第七小学校に設置 

〇「福生市特別支援教育ハンドブック」発行 

〇福生市特別支援教育推進体制整備委員会設置 

〇「福生市特別支援教室プログラム」発行 

〇保護者向けリーフレット「発達障害への理解を深めましょう」発行 

〇「東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画」策定 

〇「平成28年度東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づく都立特別支援学校の指導内容充実事業報告書  

 知的障害特別支援学校の教育課程の充実に向けて」発行 

〇「『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセスメント 活用＆支援マニュアル」発行 

〇「通常の学級における個別指導 －ひらがなの学習から児童を支える－」発行 

〇「東京都発達障害教育推進計画 ＩＣＴ機器の活用事例集 児童の学習上の困難さを改善するために」発行 

〇「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた学校の教育活動の推進について」発行 

〇小学校全校に特別支援教室を設置 

〇自閉症・情緒障害特別支援学級を福生第六小学校に設置 

〇中学校自閉症・情緒障害特別支援学級指導体制検討委員会設置 

〇「福生市特別支援教育 」検討委員会設置 

〇「中学校における特別支援教室の導入ガイドライン」発行 
〇

 

〇自閉症・情緒障害特別支援学級を福生第一中学校に設置 

 〇

」一部改訂（令和２年度版）発行 

〇「先生も！子供も！保護者も！みんなで楽しい学校づくり 特別支援教室の運営ガイドライン」 

 （令和３年３月 東京都教育委員会）発行 

〇

 

〇中学校全校に特別支援教室を設置 

〇「東京都特別支援教育推進計画（第二期）第二次実施計画」策定 
 

 〇

○「副籍ガイドブック（改訂版）」発行 
 

〇「東京都特別支援教育推進計画（第二期）第三次実施計画」策定 

○「インクルーシブ教育システム体制整備に関する検討協議会報告書」発行 

○「副籍交流事例集」発行 

 

○「LIFT 一人ひとりに合わせた学び方の選択肢 端末で広がる読み書き支援」リーフレット作成 
〇
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 「東京都特別支援教育推進計画（第二期）第三次実施計

画」から、「福生市特別支援教育推進計画第二期・第三次

実施計画」に関わる内容について示す。 

 共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒

の自立を目指し、一人一人の能力を最大限に伸長して、

社会に参加・貢献できる人間を育成 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）の基本理念 

※ 障害者の社会貢献 

 障害のある人々が何らかの形で社会とつながっており、その生きる姿が周囲の人々に様々な形で良い影響を及ぼしている状況を含め、

「貢献」と表現している。 

計画期間 

平成16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   27  28   29  30  令和元  ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 年度  

「東京都特別支援教育推進計画」（平成16年11月） 

第三次実施計画 

 共生社会の実現に向けた全ての学びの場における特別支援教育の充実 

 ＜方向性Ⅰ＞ 特別支援学校における特別支援教育の充実 
 障害のある幼児・児童・生徒の社会参加や社会貢献を円滑に実現できるよう、特別支援学校の指導内容・方法や合

理的配慮の提供、基礎的環境整備の充実を図ります。 

 ＜方向性Ⅱ＞ 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実 
 小・中学校及び都立高校等に在籍する障害のある児童・生徒が、障害の状態や教育ニーズに応じた指導・支援を受

けられるよう、指導内容・方法や合理的配慮の提供、基礎的環境整備の充実を図ります。 

 未来の東京を見据えた特別支援教育の推進 

 ＜方向性Ⅲ＞ 変化・進展する社会に対応した特別支援教育の推進 
 主権者教育や防災教育、心身の健全育成などの取組を推進するとともに、障害者スポーツや芸術文化への興味・関

心を高め、社会に参加・貢献できる人間を育成します。 

 特別支援教育を支える基盤の強化 

 ＜方向性Ⅳ＞ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実 
 質の高い特別支援教育を推進するため、教員の専門性向上や学校・区市町村への支援の充実、関係機関との連携強

化を図るとともに、広く都民の理解を促進する体制を整備します。 

東京都教育委員会が令和７年３月に策定した 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、第一次実施計画の期間を延長することとし、 

 併せて、長期計画の計画期間も１年延長された。 
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第三次実施計画における施策の体系 

 第三次実施計画における区市町村立学校に関わる主な施策は、第２部第２章に

記載されている。 

 これらの追加項目については、福生市特別支援教育推進計画第二期・第三次実施

計画において重視することが求められる。 

 また、他の施策の方向性において示されている、「変化する社会において自立し

て生きるための力の育成」や、「デジタルを活用した教育活動の展開」、「専門性

の高い教員の確保・育成」など、小・中学校に関わる項目についても踏まえて、福

生市としての特別支援教育の推進に向けた取組を考えていく必要がある。 

「第三次実施計画」（施策の方向性Ⅱ 小学校・中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実）P25より一部抜粋 

  

「東京都特別支援教育推進計画（第二期）第三次実施計画」 

（令和７年３月 東京都教育委員会）           ☞ 
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３   
Ⅰ 

基本となる４つの指針 

 「福生市特別支援教育プログラム（福生市特別支援教育推進計画第二期・第三次

実施計画）」の策定にあたり、本市の特別支援教育の基本的な考え方を定める。 

 学校、家庭、地域、福祉、医療等

の関係機関が相互に連携をとり、特

別支援教育を推進していく。 

基本理念 

 福生市は、特別な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒一人一人の能力を最大

限に伸長する教育施策を推進する。 
 
 そのためには、就学前から学校卒業後までのライフステージを見通し、学校、

家庭、地域、福祉、医療等の関係機関との連携を重視し、児童・生徒一人一人の

発達特性や障害の状況に応じた教育を推進する特別支援教育を展開する。 
 
 特別支援教育の充実により、全てのふっさっ子が、社会的自立を図る力や、地

域の一員として生きていく力を培い、共生社会の実現を目指す。 

 特別支援教育に関する校内体制の

整備、管理職の経営責任の明確化、

教員の専門性の向上を図る。 

 特別な教育的ニーズのある児童・

生徒に対応するために、教育セン

ターの機能強化を推進する。 

 共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒の自立を目指し、一人一人

の能力を最大限に伸長して、社会に参加・貢献できる人間を育成することを目指

し、基本となる指針を示す。 

 ライフステージに応じた相談体制

を整備し、就学前から子ども一人一

人の可能性を最大限に伸ばすための

教育的支援を行う。 
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  第二期・第三次実施計画 

（ ）は、取組の視点、○は、具体的な行動を示したアクションを示している。 

  

全
て
の
学
校
で
実
施
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
10 

（１）特別支援教育   

    を重視した 

      学校経営 

① 

 ② 障害の特性や教育的ニーズに応じた合理的配慮の提供 

 （２）個に応じた   

    指導・支援 

      体制の充実  ⑤ 保護者や関係機関との連携 

 ⑥ 通級している児童・生徒への指導・支援の推進 

 ④ 校内における協働・連携体制の構築 

 
（３）教員の資質・   

    能力の向上 
 ⑨ 特別な支援を要する

 ⑩ 特別支援教育コーディネーターの育成と活用 

 ⑧ 教員研修による特別支援教育の理解促進 

 ③ 児童・生徒、保護者、地域等の理解の促進 

 ⑦ 特別支援教育に関する校内委員会の充実 

  

教
育
委
員
会
に
お
け
る
ア
ク
シ
ョ
ン
10 

（１）個に応じた 

指導・支援

の充実 

 ⑪  

 
（４）特別支援教育

を推進する体

制の強化  ⑱ 就学相談の充実 

 ⑲ 教育相談室の機能強化 

 ⑫ 特別支援学級の指導・支援の充実 

 
（２）発達障害教育

の推進  

 ⑰ 副籍制度の推進  

 （３）教員の資質・

能力の向上 

 ⑮ 全教員における特別支援教育に関する理解の促進 

 ⑬ 特別な支援を要する児童・生徒の把握と適切な支援 

 ⑳ 整備・拡充 

 ⑭ 特別支援教室の指導・支援の充実 

 ⑯ 特別支援教育コーディネーターの育成及びサポート体制の充実 



20 

 

４   
Ⅰ 

 校長のリーダーシップの下、全ての学校で全ての教員が実施するアクション10

を次に示す。 

特別支援教育を重視した学校経営 

 特別支援教育の推進には、学校経営計画に特別支援教育の考え方や方針などを

明示し、学校評価において、その取組状況を評価することが必要である。 

 そして、全教職員による障害の理解に基づいた合理的配慮の提供や、特別支援

教育の理解を促進することが重要である。 

 
 アクション１ 特別支援教育を重視した学校経営、学年・学級経営、特別支援教

室経営等の促進 

 

 アクション２ 障害の特性や教育的ニーズに応じた合理的配慮の提供 

福生市特別支援教育アクション20 

 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

 学校経営方針、学校評価項目に位置付け

るなどの取組 
充実 

  

 校長は、特別支援教育を学校経営方針に位置付け、学校評価項目にも反映させること

で、取組の成果と課題を把握し改善に活かす。校内研修や教員間の連携を通じて理解を深

め、特別支援教室・学級との協働を推進し、支援体制の整備と質の向上に取り組む。 

 教職員が障害のある児童・生徒の特性やニーズを把握し、個に応じた合理的配慮を提供

できるよう、校内研修や事例共有を継続して行う。通常学級でも環境整備や支援を進め、

児童・生徒が安心して学べる場を確保する。 

 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

充実 

  
 障害の特性や教育的ニーズに応じた合理

的配慮を適切かつ継続的に提供するための

取組 
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個に応じた指導・支援体制の充実 

 特別な支援を要する児童・生徒への支援体制の構築には、生徒・児童の実態

を把握し、教員間で共有することが必要である。そのことが、個に応じた指

導・支援体制を充実させていくことにつながっていく。 

 

 アクション３ 児童・生徒、保護者、地域等の理解の促進 

 

 アクション４ 校内における協働・連携体制の構築 

 特別支援教室や特別支援学級担当教員による授業、保護者への通信の配布、「ホーム

ページ」を活用した情報発信や、保護者会での説明などを通じて、児童・生徒、保護者、

地域等に対する特別支援教育の理解を深める取組を継続して行う。また、多様性や個性の

尊重と関連付けた啓発を推進する。 

 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

充実 

  
 全ての児童・生徒、保護者、地域等に、

特別支援教育に関する理解と共生意識を深

める取組 

 「学校生活支援シート」や「個別指導計画」を活用し、校内委員会を通じて情報共有と

支援方針の統一を図り、組織的な対応を推進する。今後は、児童・生徒の実態に応じた指

導内容の精度向上や、資料の円滑な引継ぎを強化し、切れ目のない支援体制の構築を目指

す。 

 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

 「学校生活支援シート」、「個別指導計

画」等を活用した支援方針の共有・支援体

制の構築の取組 

継続 
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 アクション５ 保護者や関係機関との連携 

 

 アクション６ 通級している児童・生徒への指導・支援の推進 

 

 アクション７ 特別支援教育に関する校内委員会の充実 

 「学校生活支援ファイル」を活用した面談を通じて保護者と支援方針を共有し、長期的

な支援を充実させる。また、担任の理解度や活用の差を改善し、校内体制の整備と保護者

への意義の浸透を図る。更に、幼保小・小中連携や情報引継ぎの仕組みを強化し、切れ目

のない支援体制の構築を目指す。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 「学校生活支援ファイル」等を活用し

た保護者と連携する取組 
継続 

  

 「就学支援シート」等を活用し、幼保

小・小中間で支援情報を継続的に共有

し、連携を図る取組 

充実 

  

 特別支援教室担当教員と学級担任が相互に授業を参観し、日常的な情報共有を行う体制

を継続する。特に、支援レベル１、２と支援レベル３の指導・支援を明確にし、連携を強

化していくことが求められる。今後は、共有の頻度や方法のばらつきを改善するため、Ｉ

ＣＴを活用した校内情報共有システムの整備を進めることが求められる。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 学級担任や教科担当等と特別支援教室

（巡回指導教員等）との情報共有をＩＣＴ

を効果的に活用し、連携を強化する取組 

強化 

  

 校内における特別支援教育の推進には、校内委員会の充実が不可欠である。そのため、

協議記録の様式統一による協議内容の質的向上や支援のＰＤＣＡサイクルの確立、多角的

なアセスメントの実施、必要な時間の確保と議題の精選を通じて、校内委員会の機能強化

を図る。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 特別な支援を要する児童・生徒の実態把

握（支援レベル等）を、アセスメントや段

階的な支援に基づいて行い、ＰＤＣＡサイ

クルを回しながら適切な支援方法を検討す

る校内委員会を充実させる取組 

強化 
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 アクション８ 教員研修による特別支援教育の理解促進 

 

 アクション９ 特別な支援を要する児童・生徒の特性に応じた指導・支援の充実 

 

 アクション10 特別支援教育コーディネーターの育成と活用 

教員の資質・能力の向上 

 全ての教員が、特別支援教育についての理解を深めるとともに、障害の状態

に応じた適切な指導・支援を考え、実行する力を高めることが求められる。 

 全ての教員の特別支援教育についての理解を深めるために「福生市特別支援教育プログ

ラム」等を活用した校内研修会を実施することが求められる。そのため、各学校の実態に

応じ、特別支援教室担当教員による校内研修や外部講師による研修を充実させる。また、

児童・生徒が安心して学校・学級で過ごせるように、インクルーシブな教育を目指し、ユ

ニバーサルデザインの考え方に基づいた学校・学級づくりを充実させる。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 校内研修等による全教員が特別支援教

育の理解を深めるための取組 
充実 

  

 ユニバーサルデザインの考え方に基づ

く、全ての児童・生徒が安心して生活・学

習できる環境づくりのための取組 

充実 

  

 児童・生徒の特性や支援レベルに応じた指導・支援の充実に向けて、ＩＣＴの活用や専

門家の助言を踏まえた改善を図るとともに、学級間の実践差を組織的に補うことが求めら

れる。 

 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

 特性や支援レベルに応じた指導・支援内

容を明確にし、ＯＪＴを通じて指導と支援

の質を高める取組 

継続 

  

 特別支援教育コーディネーターが校内委員会の運営や外部連携等において中核的な役割

を果たせるよう、複数配置による役割分担やＯＪＴの活性化を図る。また、業務内容の見

える化を通じて全教職員の理解を促進し、育成と引継ぎの体制を強化することで、持続可

能な支援体制の構築を目指す。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 特別支援教育コーディネーターの役割を

見える化し、育成・引継ぎを含めた継続的

な活用体制を整備する取組 

充実 
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５   
Ⅰ 

 各校の特別支援教育を支援するために、福生市教育委員会が取り組むアクショ

ン10を次に示す。 

個に応じた指導・支援の充実 

 特別支援学級はもとより、発達障害と考えられる児童・生徒は、国や都による

実態調査の結果から、ほとんどの通常の学級に在籍していることが推測されてい

る。学校において組織的に対応できるよう、通常の学級における発達障害のある

児童・生徒に対する指導・支援を充実させていく取組が必要である。 

 

 アクション11 特別な支援を要する児童・生徒が在籍学級で安心して過ごせる 

体制の充実 

 在籍学級において、特別な支援を要する児童・生徒に対して、在籍学級の担任に加え、

スクールアシスタントティーチャーや、特別支援学級指導補助員などの人的環境を整備

し、安心して過ごせる学校、学級づくりへの支援に努める。特に、支援レベル２の支援を

充実させるための十分な支援員等の配置に努める必要がある。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 スクールアシスタントティーチャー等の

適正な活用と拡充  
充実 

 
 

 

福生市特別支援教育アクション20 

 
 アクション12 特別支援学級の指導・支援の充実 

 特別支援学級におけるきめ細かな指導の充実を図るために、特別支援学校のセンター的

機能を活用し、当該学級担当教員が指導・助言が得られるよう、都立羽村特別支援学校と

の連携を強化する。また、福生市立学校と都立羽村特別支援学校との連携体制の構築を支

援し、自発的に都立羽村特別支援学校への学校訪問の要請等を行えるよう努める。 

 更に、特別支援学級担当教員連絡会を設置するとともに、異校種期限付異動の特別支援

学校教員を活用した研修等の取組を充実させ、特別支援学級間の連携強化及び、教員の指

導力向上を支援する。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 都立特別支援学校のセンター的機能を

活用した取組の推進 

 
継続 

 
 
 

 
 

 特別支援学級担当教員連絡会の設置・

運営の充実 
設置 充実 

 

 異校種期限付異動教員を活用した研修

等の取組の充実 
充実 
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 アクション３ 全ての児童・生徒、保護者等の理解促進 

 

 アクション13 特別な支援を要する児童・生徒の把握と適切な支援 

 特別な支援を要する児童・生徒への適切な支援には、在籍学級担任や教科担当、専科教

員等による実態把握が必要である。また、それらの情報を共有し、適切な支援について協

議を行う校内委員会の充実が重要である。 

 教育委員会として、実態把握のためのアセスメントシートや指導記録等の様式の作成・

提供などを通して、校内委員会が充実するよう支援を行う。また、巡回心理士などの外部

専門家が校内委員会に定期的に参加できる仕組みを整備する。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 校内委員会の充実に向けた支援 充実 

 

 

 

 

 アクション３ 全ての児童・生徒、保護者等の理解促進 

 

 アクション14 特別支援教室の指導・支援の充実 

 特別支援教室の適正な運営と指導・支援の充実に向けて、担当教員間の指導方法等や問

題意識の共有が必要である。そのため、特別支援教室担当教員連絡会の研修機能を強化

し、「特別支援教室の運営ガイドライン」（令和３年３月 東京都教育委員会）に準拠し

て、問題の解決、課題の設定を行い、具体的な方策を協議することを通して、特別支援教

室の指導・支援の充実に努めていく。 

 また、各拠点校に設置している特別支援教室運営委員会において、特別支援教室の運営

上の問題を明らかにし、改善案を検討することで、よりよい特別支援教室の運営を目指

す。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 特別支援教室担当教員連絡会の運営の充

実 
充実 

 
 

 

 特別支援教室運営委員会の運営の充実 継続 
  

発達障害教育の推進 
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教員の資質・能力の向上 

 アクション３ 全ての児童・生徒、保護者等の理解促進 

 
 アクション15 全教員における特別支援教育に関する理解の促進 

 特別な支援を要する児童・生徒が通常学級に在籍することから、全ての教員が特別支援

教育に関する指導や支援の在り方について理解を深めていくことが求められる。 

 特別支援教室担当教員や異校種期限付異動の特別支援学校教員が講師を務める校内研修

を恒常化するとともに、職層や指導経験に応じた体系的な研修を整備し、教員の特別支援

教育における専門性を継続的に高める。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 特別支援教育に関する校内研修会等 充実  
 
 

  指導経験に応じた専門性向上研修の充実 充実   

特別支援教育を推進する体制の強化 

 障害のある児童・生徒の成長・発達に応じて、一貫性のある支援を提供する

ための体制づくりが重要である。 

Ⅰ 

 障害のある児童・生徒の能力を最大限に伸ばし、可能性を開花させるために

は、特別支援教育における指導や支援の在り方について理解し、日々の実践の

中で、自ら資質・能力を向上させていくことが求められる。 

 
 アクション17 副籍制度の推進 

 直接交流と間接交流を効果的に組み合わせることで、子ども一人一人の心が育つ交流、
無理なく続けることができる交流、お互いの顔が見える交流、将来への希望がもてる交流
の充実を目指していく。交流が持続可能で相互理解につながるよう、学校間連携と評価の
仕組みを強化する。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 副籍制度に関する連絡会等の運営の充実 充実 
  

 アクション３ 全ての児童・生徒、保護者等の理解促進 

 
 アクション16 特別支援教育コーディネーターの育成及びサポート体制の充実 

 特別支援教育コーディネーターの育成のため、連絡会を設置し、互いの取組の紹介とと

もに、よりよい校内体制の構築について検討する機会とする。研修機能を強化し、各校で

高度な調整・専門支援を果たせるよう、恒常的な育成・支援の中核組織として強化する。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 特別支援教育コーディネーター連絡会の

運営の充実 
充実  
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 アクション18 就学相談の充実 

 小学校就学前、中学校就学前における就学相談を確実にするため、心理相談員の増員を

基盤に、就学前からの相談・アセスメント・支援開始を迅速に行うワンストップ体制を整

備する。 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 早期連携・早期支援に向けた体制の充実 充実 

  

 

 アクション19 教育相談室の機能強化 

 特別な支援を要する児童・生徒への支援のために、小・中学校と連携を強化し、発達検

査の適正な実施や、アセスメントの結果を踏まえた個別支援計画への反映、指導方法等の

具体的な助言までを一貫して支援する。 

 

 アクション20 特別な教育的支援を要する児童・生徒への教育環境の整備・拡充 

 

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 小・中学校との連携の強化 継続 

  

令和８年度 令和９年度 令和10年度  

 学びの多様化学校の特別支援教室巡回

校指定 
指定 

  

 自閉症・情緒固定特別支援学級の増設 準備 設置（予定） 
 

 日本語学級の増設 準備 設置（予定） 
 

 令和８年４月から、学びの多様化学校「牛浜もくせい中学校」を新たに特別支援教室の

巡回校に指定する。また、令和９年４月に、自閉症・情緒固定学級を新たに福生第五小学

校に設置するとともに、かわせみ教室の拠点校を福生第七小学校に変更することで、特別

支援教育の整備・拡充を行う。更に、令和９年４月に、日本語学級を新たに福生第二小学

校に設置することで、日本語指導の充実を図る。 
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 本市では、平成28年度、29年度に児童・生徒一人一人の指導・支援に生かしていくための

情報を適切に引き継ぐことができるように、特別支援教育に関連して学校が作成・活用する

シート等について、次のとおり整理した。 

乳幼児期 

学齢期 

就学支援シート 

学校生活支援シート 
個別指導計画 

個別移行支援計画 

情報を引き継ぐツールの明確化 

 参考 

 

 

学校生活支援シート   個別指導計画 

学校が主体となって、当該児童・生徒や保護者の思い
や願いを踏まえながら個に応じて作成・活用する。 

就学支援シート 

希望する保護者が、幼稚園・保育所
と共に作成し、小学校で活用する。 

 

 保護者が、園や学校、関係
機関等から得た情報を保管
し、いつでも支援を依頼する
際に活用できるようにするた
めのファイル。 

学校生活支援ファイル 

社会参加期 


